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は じ め に 
米国発の金融危機を発端に広がった世界景気の低迷は、欧州を中心に長期化の様相

を呈している一方、米国や中国では景気回復の兆しもうかがえる。 

日本経済においては、輸出の減少や日中関係の悪化やデフレの状況が続くなど昨年

秋頃には景気後退に近い状態にあったが、今年に入り大幅に円安と株高が進展するな

ど、経済の状況が急速に好転しつつある。 

また、雇用情勢については、有効求人倍率の上昇や新規求職者数の減少など改善傾

向にあり、平成 25 年４月１日から法定雇用率の引き上げや高齢者雇用確保措置義務年

齢が 65 歳に引き上げられるなど、取り巻く環境が変化を迎える。 

こうしたなか、公益財団法人東京しごと財団（以下、「財団」という。）は、若年者

から高齢者までの幅広い年齢層の都民を対象とした雇用・就業支援を着実に実施する

とともに、社会情勢に応じて変化する都民の多様な就業ニーズに対しても、これまで

以上にきめ細かな支援を行っていく。 

シルバー人材センター事業については、都内の全シルバー人材センターが公益社団

法人として、適正かつ安定した経営が自律的に推進されるよう支援していく。具体的

には、会員の就業途上事故の重篤化を防止するための自転車乗車講習や転倒予防講習

等の取り組みにより、安全就業の一層の推進を図る。また、就業職種の拡大を図るた

めワーキンググループで検討するとともに、企業向け広報を実施し、シルバー人材セ

ンターが就業開拓に取り組むための支援を行う。さらに、専門家等による巡回指導に

より、適正な請負契約の推進や会計処理の適正化を進める。 

障害者就業支援事業については、総合コーディネート事業による障害者の就業機会

拡大を図るため、新たに中小企業経営者向けに普及啓発セミナーを実施するとともに、

東京ジョブコーチの事業の規模拡充等により障害者の職場定着支援を図る。また、委

託訓練により職業訓練機会の提供を図り、習得した知識を基に就業支援を行う。 

東京都しごとセンター事業については、利用者の多様なニーズにきめ細かく、的確

に対応していく。キャリアカウンセリングを基本とした年代別支援とあわせて、新卒

未内定者等向け支援及び女性向け支援等の特別支援を実施するとともに、中高年齢者

を対象に高齢期の就業準備に向けた支援に取組む。また、東京都しごとセンター多摩

においても、地域関係団体との一層の連携やキャリアカウンセリングを主体とした就

業支援プログラムの実施によりサービスの充実を図る。 

緊急就職支援事業については、東日本大震災で被災された方や震災の影響により離

職を余儀なくされた方等にジョブコーディネーターによるきめ細かな支援や採用企業

への助成金支給等により雇用を促進する。 

以上の方針を踏まえ、財団は東京都しごとセンター指定管理者として、管理運営を

適切に行うとともに、各事業のノウハウ蓄積に努め、ハローワーク、事業主団体、就

労支援センター、関係行政機関等と密接に連携し、都民サービスの一層の向上に向け、

雇用・就業支援を推進していく。 
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【公１：高年齢者の雇用の安定等に関する法律に規定される

シルバー人材センター事業など高年齢者のいきがいの充実

及び社会参加の促進を図るために必要な事業】 

 

【Ⅰ】雇用・就業に関する調査・研究、 

情報の収集・提供及び普及啓発 

 

財団では、シルバー人材センター事業の支援や障害者就業支援事業、東京都しごと

センター事業等を実施し、幅広い都民の雇用・就業促進に取り組んでいる。 

こうした多岐にわたる事業を効果的・安定的に運営していくため、雇用・就業及び

財団運営に関する調査・研究を行うとともに、財団事業についての普及啓発活動を実

施する。 

 

１  調査・研究 

財団事業をより一層効果的・安定的に展開していくため、雇用・就業に関する

情報の収集を行うとともに、課題の把握、解決に向けた具体的な施策を立案する

ため、調査・研究を行う。 

 

２  普及啓発 

(1) ホームページの運用 

財団ホームページを有効活用し、各種事業に関する最新情報の提供などの広

報を行う。 

また、東京都の監理団体として、事業計画や収支予算書などについてホーム

ページを通じて情報公開を行う。 

(2) 年報の発行 

財団の事業沿革、業務統計等についてとりまとめた年報を発行する。 
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【Ⅱ】シルバー人材センター事業等の推進 

 

シルバー人材センター事業は、昭和 49 年に東京都高齢者事業団が発足して以来 39

年を迎え、会員数も８万６千人を超え、契約金額も 330 億円を超える規模にまで発展

した。一方、発足から 39 年を経てシルバー人材センターを取り巻く状況は大きく変化

してきている。 

シルバー人材センター事業において、安全就業は最重要課題の一つであるが、会員

の高齢化等に伴い事故は重篤化する傾向にある。また、就業機会の確保では、団塊の

世代の参入を促進するためには、より多様な就業機会の確保も重要な課題である。

さらに、平成 24 年４月には都内全シルバー人材センターが公益社団法人への移行を完

了し、地域に根ざした自律的経営がこれまで以上に求められている。 

このような状況を踏まえ、次の４点に重点的に取り組みシルバー人材センター事業

の推進を図る。 

第１ 安全就業の推進 

シルバー人材センターの安全就業の体制を整理し、事務局の安全担当者（安全就業

推進員）の育成を図ることで、自律的な安全就業推進体制を整えていく。また、事故

が多い職種の安全対策を推進するため、当該職種の就業人員が多いシルバー人材セン

ターと共同して課題解決に取組み、安全対策の具体化を図る。 

就業途上においては、自転車利用時の事故が多く、また重篤化する傾向があるため、

引き続き自転車利用時の安全対策を推進する。 

第２ 就業機会の確保 

 シルバー人材センターに適した就業機会を確保するため、就業開拓ワーキンググル

ープを設置し、安全・適正就業等を考慮しながらシルバー人材センターに適した仕事

を検討する。また、しごとネット運用時の相互協力体制の整備を行うなど広域調整を

強化し、就業機会の確保を図る。 

 平成 16 年の自治法改正により、シルバー人材センターは政策目的随意契約の対象団

体となった。今後も既存契約を良好に履行することで継続受注を目指すとともに、地

域に貢献しているシルバー人材センターの活動を広報・ＰＲしながら、自治体に同制

度の活用を働きかけ、新規受注を目指す。 

第３ 適正就業の推進 

適正な請負契約についての推進方針や自主点検を活用して適正な契約を推進する。

また、契約に関する会員の意識を啓発するため、シルバー人材センターと会員間の契

約書モデルを示す。引き続き、適正就業指導員による巡回指導等を行うとともに、国

による指導に事前に十分に対処しておくとともに、指導が入った時は迅速に対応する

など適正就業の推進を図る。 

第４ シルバー人材センターの経営支援 

公益社団法人として円滑な運営が図れるよう、引き続き専門家を活用した巡回指導

等を行う。また、公益社団法人の運営や事務局職員の一層の能力向上に資する研修を

実施することで、シルバー人材センターの人材育成を支援する。 
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事 業 計 画 

 

Ⅰ シルバー人材センターの運営に関する援助、育成等 

財団が都内58区市町村と締結している出捐協定及びシルバー人材センターと締結

している覚書に基づき、出捐金の運用収入等を財源として、シルバー人材センター

に対する援助・育成等の事業を実施する。 

 

１ 事業運営に関する援助及び指導 

シルバー人材センター組織及び事業の運営に関して相談・調整・指導等を実施

し、事業の円滑な運営を図る。 

(1) 日常業務に対する援助、指導 

シルバー人材センターの運営上で発生する規程類の解釈など組織運営上の諸

問題や契約書の処理など事業運営上の諸問題について、随時相談・調整・指導

を行うとともに、25年度においては事務局職員の安全対策のために必要な調査

を行う。特に適正な請負契約を推進するために、適正な請負契約における推進

方針や自主点検を活用するとともに、就業の際にシルバー人材センターと会員

との間で取り交わす契約書のモデルを示し、請負に関する会員の理解を深める。 

また、国による指導に日頃から十分に対処しておくとともに、過年度の指導

結果及び国の調査結果を踏まえ、契約書類の整備及び就業実態の把握を行い、

適正化に向けた指導など適正就業の推進を図る。 

(2) 事業運営等に対する法律相談・会計指導 

法人の運営や会員の就業など様々な問題について、弁護士及び公認会計士に

よる専門相談を実施し、専門的な立場からの相談、指導を行う。 

(3) 会計処理等に対する実務指導 

シルバー人材センターの会計処理の適正化や内部牽制制度の実効確保のため、

また公益社団法人として円滑な運営が図れるよう、専門家による巡回指導等を

実施する。 

(4) 事業実績の収集・提供 

効果的・効率的な事業運営をしていくための基礎資料としてシルバー人材セ

ンターの事業実績を収集・分析するとともに、その結果をシルバー人材センタ

ーや関係機関等へ提供する。 

(5) 就業機会確保事業（活動分野拡大事業） 

平成 24年度において実施した就業確保実態調査の結果をもとに、シ

ルバー人材センターに適した新規事業の検討及び既存事業の強化を行う

ため、就業開拓ワーキンググループを開催する。また、センター担当を

対象とした就業開拓員勉強会の実施、しごとネット運用のマニュアル化

や運用時のシルバー人材センター間の相互協力体制の整備を行うなど広

域調整を強化し、就業機会の確保を図る。  
(6) 財団発行のシルバー人材センター研修テキスト等の頒布 

研修テキスト・ビデオ等について一層の利用拡大に向けて積極的にＰＲを行

うとともに、ホームページで購入申込を受け付け、購入手続きの利便性を確保

する。 
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２ 安全就業  

シルバー人材センターの安全就業の体制を整理し、事務局の安全担当者

（安全就業推進員）の育成を図る。また、事故が多い職種の安全対策を推

進するため、当該職種の就業人員が多いシルバー人材センターと共同して

課題解決に取組み、基準等の見直しなど安全対策として具体化していく。 

就業途上においては、自転車利用時の事故が多く、また重篤化する傾向がある

ため、引き続きヘルメット着用推進や自転車の安全な乗り方ガイドによる普及啓

発、日本自転車普及協会と連携したシミュレーターを使用した自転車安全講習会

の実施や警察等と連携した情報の提供などを行い、自転車利用時の安全対策を推

進する。 

就業中の事故原因の４割を占める転倒対策として、転倒予防講習を未実施シル

バー人材センターを主な対象として実施する。 

また、より早く正確な事故情報等を収集し、集計・分析結果をシルバー

人材センターに提供するために事故管理システムを導入するとともに、事

故の情報をとりまとめた安全通信を定期的に発行する。  
さらに、会員自らが就業中や就業途上での事故を未然に防止し、安全に

就業していくため、研修等のあらゆる機会を通じ意識啓発を図る。  
(1) 安全就業強化月間 

７月を安全就業強化月間と設定し、９月に各シルバー人材センターの安全就

業強化月間での取組や実績などを発表するシルバー人材センター安全大会を実

施する。また、安全就業の啓発ポスター・チラシの作成・配布など、集中的に

安全対策事業を展開し、全都的な安全（事故防止）に対する意識の高揚を図る

ことにより、シルバー人材センターの安全就業の取組みを支援する。 

(2) 安全就業推進連絡会議 

都内シルバー人材センターが一体となって安全就業を推進するため、地域ブ

ロックの代表等で構成する連絡会議を開催し、年間計画や重点対策などの取組

みを検討する。 

(3) 普及啓発のための各種教材の作成・貸出し 

安全就業読本を作成するとともに、財団所有の安全就業教材やビデオテープ

等の貸し出しを行い、各シルバー人材センターの安全就業の取り組みを支援す

る。 

  (4) 安全就業に対する助成（新規） 

    安全就業の推進と事故防止の徹底等を支援するため、地域ブロック等が実施す

る安全就業事業に対し、それに要する経費について助成を行う。 

 

３  普及啓発 

都民に対して、ボランティア活動等のあらゆる機会を通じて、シルバー人材セ

ンターの理念と事業を幅広く普及啓発し、シルバー人材センター事業の充実と拡

大を図る。 
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(1) 広報活動 

10月を広報活動強調月間と設定し、東京しごとセンターの特設展示コーナー

を活用するなど、財団、シルバー人材センター、東京都及び区市町村が一体と

なって統一的かつ広域的な広報活動を行う。併せて10月に各シルバー人材セン

ターが統一的に広報活動に取り組む日としてシルバーの日を設定しシルバー人

材センターの広報活動を促進する。また、年間を通じてイメージキャラクター

「シルバーくん」や広報資材等を活用し、各シルバー人材センターとともにシ

ルバー人材センター事業の充実と就業の拡大を図る。また、「ＳＣマーク」を事

業の統一シンボルとして普及していく。 

(2) シルバーとうきょうの発行等 

シルバー人材センター・他県の連合や関係行政機関との相互理解・連携を図

るためシルバーとうきょうを発行する。シルバーとうきょうはホームページに

おいても閲覧可能とし、広くシルバー人材センターの情報を発信する。 

 

４ 役職員等の研修等 

第８次職員問題検討委員会において報告された役職員等研修体系に基づき、公

益法人移行後のシルバー人材センターの課題などを踏まえて実施していく。また、

公益社団法人の運営や事務局職員の一層の能力向上に資する研修を実施すること

で、シルバー人材センターの人材育成を支援する。 

(1) 役員等研修 

シルバー人材センター事業運営の中核を担う理事等役員に対し、その職責、

役割の重要性を認識してもらうとともに、自主・自律的に事業運営を行うため

に必要な知識、手法を付与する。 

ア 理事研修 

イ 監事研修 

ウ 安全リーダー研修 

(2) 職員研修 

シルバー人材センター事業の理念、事業の抱える課題、運営に関わる一般的

及び専門的知識や情報を提供し、事業の拡大・発展の中心的役割を担う人材を

育成する。 

ア 職層別研修 

(ｱ) 若手職員研修 

(ｲ) 中堅職員研修 

(ｳ) 管理・監督者研修 

イ 一般研修 

(ｱ) 課題研修 

(ｲ) 実務研修 

(ｳ) 悉皆研修 

ウ 昇任選考研修（事務局長代理・次長・主任への昇任対象者） 
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エ 職員研修派遣 

シルバー人材センター事務局の活性化と職員の能力開発を図ることを目的

として、職員の研修派遣を行う。昇任時には悉皆研修とし、希望者等に対して

も特別研修として積極的活用を促す。 

(3) シルバー人材センターフォーラム 

シルバー人材センターの表彰や事業の基本理念に基づく組織活動や就業に関

する取り組みの発表など、シルバー人材センター同士の研鑽や交流を図る場と

して、10月にシルバー人材センターフォーラムを実施する。 

(4) シルバー人材センターが実施する研修の支援 

シルバー人材センターが実施する研修（ブロック研修を含む）に関して、企

画の相談及び講師の紹介、講師としての財団職員等の派遣、教材及び情報の提

供等を行う。 

 

５  事務局職員の勤務条件等の調整及び健康管理事業への助成 

シルバー人材センター事業を推進するうえで、統一的に取り扱うことが望まし

い事務局職員の労働条件、任用制度等について調整等を行う。 

(1) 職員の任用、給与制度等の調整及び指導 

職員の任用、給与制度等について調整及び指導を行う。 

(2) 職員昇任選考委員会 

職員の昇任研修及び選考・考査に関して、その一体性と公平性を確保するた

め、職員昇任選考委員会を開催し、必要に応じて研修・考査内容の検討を行う。 

(3) 職員問題検討委員会 

職員の勤務条件、任用制度、人材育成等の課題を検討する。 

(4) 東京都シルバー人材センター職員互助会に対する助成 

職員互助会による事務局職員の健康管理を支援するため、健康診断の経費の

一部について助成する。 

 

６  関係団体等との連携 

シルバー人材センター事業の積極的な推進を図るため、東京都及び東京労働局

との連携を図るとともに、区市町村等との連絡会議（関係機関連絡調整会議）を

開催する。 

また、今後も公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会と連携を図って

いく。 
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Ⅱ  高齢者のための就業機会の確保及び提供等 

東京都シルバー人材センター連合として東京都の指定を受けた財団（以下、この

章においては「連合」という。）は、シルバー人材センターの事業の発展・拡充を目

指し、国から受け入れる高年齢者就業機会確保事業費等補助金（以下「連合交付金」

という。）を基に、高齢者の就業機会確保のための事業を実施する。 

 

１  連合事業の実施及び連合交付金の交付 

シルバー人材センターの運営に関する援助及び業務遂行上の調整を行うととも

に、シルバー人材センターが実施する運営費補助事業等に係る連合交付金を交付

する（58地区活動拠点及び２支部を対象）。 

(1) 連合事業に関する指導・調整 

シルバー人材センターに対する総合調整機能を発揮するとともに、連合とシ

ルバー人材センターの一体的な事業運営を促進するための指導・調整を行う。 

(2) 無料職業紹介事業 

臨時的かつ短期的な就業又は軽易な業務に係る就業を希望する高齢者のため

に、シルバー人材センターと連携して無料の職業紹介事業を行う。 

(3) 連合交付金の交付 

シルバー人材センターが実施する運営費補助事業、企画提案方式による事業

に対して、連合交付金を交付する。 

 

２  連合の会議 

シルバー人材センターと協議・調整及び連携を行い、連合事業の円滑な推進を

図るため、連合の会議を開催する。なお、開催にあたっては、多摩地域での開催

も考慮する。 

(1) 会長会議 

シルバー人材センター事業の基本的事項に関することや連合の事業計画等に

ついて協議を行う。 

(2) 事務局長会議 

事業運営に関する具体的事項について協議・調整を行う。また、事務局長会

議に総務部会及び事業部会を置き円滑な運営を図る。 

(3) 実務担当者会議 

事業運営上の実務に関して、実務担当者同士の情報の共有化を図る。 

(4) ブロック連絡会 

シルバー人材センターの意向をより活かした連合事業を実施するため、ブロ

ックの現況や連合に対する要望等について、シルバー人材センター会長をはじ

めとして役員等と連合幹部とが相互に情報交換を行う。 

 

３  活動分野拡大事業 

Ｐ６(5)就業機会確保事業と併せ、シルバー人材センターとの連携による就業の

開拓、広域にわたる仕事の調整等を実施する。 
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(1) シルバー人材センターとの連携による就業の開拓 

(2) 広域的受注調整 

(3) 勉強会等の実施 

(4) 企業向けパンフレットの作成 

 

４ 安全就業パトロール指導員、適正就業指導員の配置 

会員の安全・適正就業と事故防止を推進するため、指導員を２名配置し、シル

バー人材センターへの巡回指導を行う。また、安全・適正就業に関する相談や研

修の講師を行い、シルバー人材センターの安全・適正就業の徹底を図る。 
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Ⅲ シルバー人材センター一般労働者派遣事業 

平成16年６月の「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の改正により、シル

バー人材センター事業の範囲内（臨時的かつ短期的又はその他の軽易な業務）で、

シルバー人材センター連合が東京労働局へ届出することにより一般労働者派遣事業

をシルバー人材センターで行うことが可能となった。 

本事業はシルバー人材センター連合とシルバー人材センターが各々の役割分担に

基づき、一体となって実施するものであり、シルバー人材センター連合とシルバー

人材センターの役割を整理したうえで、これまでの事業の実施状況や一般労働者派

遣事業を取り巻く環境等を踏まえながら、適正な事業運営を図っていく。 

 

１ 派遣の仕組 

(1) 財団 

   シルバー人材センター連合本部である財団が実施主体（派遣元事業主）とし

て、派遣先との契約や派遣労働者（派遣されるシルバー人材センター会員）と

の労働契約の当事者となる。なお、当事業に係る事務処理等は当該シルバー人

材センターに委任する。 

(2) シルバー人材センター 

    派遣元事業主である財団から委任を受け、当事業に係る事務処理等を行う。 

 

２ 平成25年度届出センター 

３地区シルバー人材センター 

（荒川区・葛飾区・東久留米市シルバー人材センター） 
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公益財団法人東京しごと財団が届出により実施する 

シルバー人材センター一般労働者派遣事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○派遣元事業主＝公益財団法人東京しごと財団（シルバー人材センター連合本部） 

○派遣元責任者＝シルバー人材センターの職員（派遣元事業主＝財団が委嘱する） 

 業務内容：就業会員の選定、労働契約の締結、労働条件通知書、就業明示書の交付等 

○派遣事業所＝シルバー人材センター内に設置する財団の事業所 

○シルバー人材センター職員は、派遣事業所長（＝シルバー人材センター事務局長）

を補佐し、派遣事業に必要な事務処理を行う。 

届  出 

シルバー人材センター 

派遣事業所（派遣元責任者） 

派 遣 先 会員（派遣労働者） 

指揮命令関係

東 京 労 働 局 長 

財 団（連合本部） 

＜実施主体＝派遣元事業主＞ 

雇用契約の締結 事務委任契約の締結 労働者派遣契約の締結 

派遣にかかる各種事務の実施 

- 13 - 



- 14 - 

Ⅳ  シルバー人材センター向け人材開発コース（シルバー人材センター就業支援講習） 

シルバー人材センターでの就業を希望する就業意欲のある高齢者が、シルバー人

材センターの希望分野で働くことができるよう必要な基礎知識を付与するとともに、

既会員の新たな就業分野へのチャレンジを支援する目的として実施する。 

実施にあたっては、講習の地域展開や期間の短期化を図るとともに、不得意就業

分野の克服を希望する会員のための科目受講を実施し受講者の利便性向上を図る。   

また、地域ごとに異なる受講ニーズにきめ細かに対応する地域提案型講習を実施

し、地域会員の就業機会の拡大を図る。 

 

（講習の実施内容等） 

区  分 内  容 

実施回数 

実施科目 

24 講習 

毛筆筆耕、襖の張替え・障子の張替え、パソコン出張サービス、植

木の剪定、福祉・家事援助サービス（ハウスクリーニング）、ＤＩ

Ｙ、ステップアップ接遇 など 

日  数  １講習 平均５日 

定  員  計 480 人 
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Ⅴ 職域拡大技能講習 

多様化する会員ニーズに対応し、就業機会の拡大を図るため、センターにおいて

今後拡大が見込める就業分野を選び、コーディネーター、リーダー等キーパーソン

となる会員のレベルアップを図ることを目的として以下の講習を実施する。 

（講習の実施内容等） 

区  分 内  容 

実施回数 

実施コース 

５回 

ホワイトカラー就業支援講習（ＩＴ講習）（２回） 

福祉・家事援助サービスコーディネーター講習 

サービス分野リーダー養成講習（２回） 

日  数  １コース 平均３日 

定  員  計 120 人 
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Ⅵ  シニアワークプログラム地域事業 

シニアワークプログラム地域事業は、高年齢者の雇用就業機会の確保を促進する

ことを目的として、国からの委託を受けて、就職を希望する55歳以上の高年齢者を

対象に、雇用を前提とした技能講習、就職支援等を実施する。 

各種学校、企業等のノウハウを活用し、高年齢者の新たな就職分野の拡大と地域

展開を進めることにより、効果的な事業を実施する。 

 

１ 普及啓発 

事業主団体及び個別企業に対して、各種媒体の活用や個別対応により、高年齢

者活用の機運を高めるための意識啓発を行うとともに、事業のＰＲを行い、シニ

アワークプログラムへの参加勧奨を行う。 

また、高年齢者に対して、各種媒体を利用し、事業のＰＲを行い、シニアワー

クプログラムへの参加勧奨を行う。 

 

 ２ 技能講習 

就職するために必要な知識・技能を付与するための技能講習を各種学校、企業、

団体等と協力し、実施する。 

（実施内容等） 

区  分 内  容 

実施回数 

実施コース 

33 回 

集合住宅管理員、ビル・オフィス清掃スタッフ など 

日  数 １コース 平均８日 

定  員 計 855 人 

 

 ３ 就職支援等 

高年齢者雇用に関する労働市場の状況分析や企業への高年齢者雇用の勧奨を行

うとともに、きめ細かな就職支援により講習修了者と求人企業とのマッチングの

機会を拡大する。 

また、講習修了者で就職に至らなかった者に対して、東京都しごとセンターの

多様な就職支援メニューを最大限に活用しつつ、引き続き就職に結びつけるため

のフォローアップを行う。 
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【公２：雇用・就業に関する相談、講習、能力開発等の事業、

並びに、女性・高年齢者・障害者等の雇用就業に関する個

別支援事業】 

 

【Ⅰ】雇用・就業に関する調査・研究、 

 情報の収集・提供及び普及啓発（再掲） 

 

財団では、シルバー人材センター事業の支援や障害者就業支援事業、東京都しごと

センター事業等を実施し、幅広い都民の雇用・就業促進に取り組んでいる。 

こうした多岐にわたる事業を効果的・安定的に運営していくため、雇用・就業及び

財団運営に関する調査・研究を行うとともに、財団事業についての普及啓発活動を実

施する。 

 

１  調査・研究 

財団事業をより一層効果的・安定的に展開していくため、雇用・就業に関する

情報の収集を行うとともに、課題の把握、解決に向けた具体的な施策を立案する

ため、調査・研究を行う。 

 

２  普及啓発 

(1) ホームページの運用 

財団ホームページを有効活用し、各種事業に関する最新情報の提供などの広

報を行う。 

また、東京都の監理団体として、事業計画や収支予算書などについてホーム

ページを通じて情報公開を行う。 

(2) 年報の発行 

財団の事業沿革、業務統計等についてとりまとめた年報を発行する。 
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【Ⅱ】障害者就業支援事業の推進  
 

障害のある人達の自立と社会参加を推進するためには、就業して生活するこ

とが最も重要なことの一つとなっており、障害者の雇用・就業の機会の拡大が

強く求められる。そして、就業を希望するすべての障害者に対する職業訓練や

職場体験実習等の機会の提供、関係機関と連携した支援体制の構築が重要とな

っている。  

平成 24年６月１日現在の都内民間企業における障害者の実雇用率は、1.66％

（全国ベース1.69％）となった。平成25年４月から、民間企業における障害者

の法定雇用率は、1.8％から 2.0％に改正され、それに伴い障害者を雇用しなけ

ればならない事業主の範囲が、従業員規模56人以上から50人以上に拡大される。 

こうした状況の下、障害者の就業を充実し、職業的自立を促進するため、普

及啓発から就業支援、職場定着支援まで、全都的な視点で関係機関や企業等と

連携した総合コーディネート事業を拡充し、障害者の就業支援に取り組むと同

時に、新たに雇用を進めていく中小企業に対する積極的な支援を実施する。 

１  障害者の就業推進事業（総合コーディネート事業等） 

  障害者の一般就労に向けた各種支援を行う就業推進事業では、普及啓発の

ための企業向けセミナーから、障害者の職業意識を形成するための就活セミ

ナー、さらに職場体験実習先の開拓・提供や企業合同説明会など、多面的に

事業を展開することにより、障害者の雇用・就業機会の一層の拡大を図る。 

  また、東京独自のジョブコーチを養成、企業へ派遣し職場定着を一層推進

するために東京ジョブコーチ支援事業を拡充し、障害者の雇用促進及び円滑

な職場定着を図る。 

さらに、障害者就業支援情報コーナーを通じて、障害者や支援機関、事業

主（企業）等に対し障害者就業支援に関する各種情報提供を行う。 

２   障害者委託訓練事業 

東京都からの委託事業である障害者委託訓練事業では、障害者の訓練受講

機会が不足している状況に対応するため、委託訓練の実施が可能な企業や社

会福祉法人、民間教育訓練機関等を開拓し、障害者の希望、企業の求人ニー

ズに応じた委託訓練をコーディネートすることにより、就業に必要な基礎的

な知識・技能・労働習慣等を習得する機会を提供する。  
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事 業 計 画 

 

Ⅰ 総合コーディネート事業 

職場体験実習等から雇用・就業に結びつけるコーディネート機能を駆使して、地

域の就労支援機関など関係機関と連携を図りながら、障害者の一般就労に向けた相

談及び普及啓発、職場定着支援を行う。 

 

１ 障害者に対する雇用・就業支援に向けたコーディネート 

   (1) 就業に関する総合相談会 

知的障害者、精神障害者及び発達障害者等を対象に、関係機関と連携し就業

に関する相談会を実施する（４回）。 

(2) 企業見学会・交流会 

既に企業等で一般就労している障害者と求職者の交流会を開催し、情報交換

の場を設ける（２回）。 

  (3) 企業合同説明会 

    ハローワークの協力を得ながら参加企業を募集するとともに、地域就労支援

機関等を通じて参加希望者を募り、企業合同説明会を実施する（２回）。 

  (4) 障害者就活セミナー 

    知的障害者、精神障害者及び発達障害者等を対象に、働くことの意義や目的

の理解、基礎的なビジネスマナー、模擬面接等、就職活動を行う上で必要とな

るノウハウを身につけるためのセミナーを実施する（４回）。 

  (5) 施設内訓練修了生追跡調査・指導等 

    旧心身障害者職能開発センターの施設内訓練修了生に対する就業状況の継続

調査や職場定着に向けた指導・助言、再就職相談等の支援等を実施する（通年）。 

 

２ 企業に対する障害者雇用に向けたコーディネート 

(1) 法定雇用率未達成企業を対象とした「普及啓発セミナー」 

ハローワークと連携し、主に中小企業事業主等に対して障害者雇用の意識醸

成を図るための「普及啓発セミナー」を地域機関等との共同開催等により実施

する。 

また、中小企業の経営者を対象とした「中小企業経営者向けセミナー」を実

施する。 

ア 普及啓発セミナー(４回) 

イ 中小企業経営者向けセミナー（２回・新規） 

 (2) 企業見学会 

  障害者雇用未経験企業を対象に、障害者を雇用している企業の見学会を開催

する（１回）。 

 (3) 特例子会社向けセミナー 

  障害者の雇用拡大につながる特例子会社の運営等のための特別講座を開催す

る（１回）。 
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(4) 職場体験実習 

   ア 障害者雇用支援アドバイザーが職務分析や業務の切り出し等職場体験実習

生受入れに必要なノウハウを実地で助言する。 

イ コンビネーションジャンプ職場体験実習事業（新規）  

コンビネーションジャンプ職場体験実習事業では、企業の障害者雇用の状況

や段階に応じた実習を行う。初期段階として、障害者雇用ノウハウのない中小

企業を対象に、初めて実習を受け入れるための支援（ステップ実習）を、次の

段階として、障害者雇用をしている企業を対象に、さらに現場での雇用を進め

るための支援（リフトアップ実習）を行う。あわせて、自力で実習受入れ可能

な企業を対象に、受入れ企業の一層の拡大を目的とした支援（シングル実習）

も用意する。 

これらの実習により、中小企業へ職場体験実習の浸透を図り、障害者雇用を

推進する。 

   ウ 職場体験実習企業紹介 

     地域就労支援機関等への情報提供や調整等を行う（随時）。

   エ 職場体験実習面談会 

     職場体験実習面談会を開催し、職場体験実習希望者に職場体験実習の機会

を提供する（４回）。

   オ 職場体験実習生への普通傷害・賠償責任保険料補助 

     障害者雇用の進んでいない企業に対して積極的に職場体験実習の受入れを

促すため、職場体験実習の際に実習生の損害保険適用を行う。 

  (5) 障害者雇用企業等情報連絡会 

    障害者雇用企業等が、障害者雇用の悩みや問題点を相談するなど、自由に意

見・情報交換できる場を設定することにより、企業の雇用意識の啓発、雇用促

進等を図る（３回）。 

 

３ 関係機関等との連携 

(1) 一般就労に向けた保護者向けセミナー 

福祉施設の職員や障害者の保護者等に一般就労の現状や問題点等を理解して

もらい、福祉的就労から一般就労への移行を推進するための意識啓発セミナー

を開催する（２回）。 

(2) 就労支援関係機関との意見交換会 

地域就労支援機関等との連携を強化するため、就労支援のノウハウや実施等

の情報を共有化するとともに、障害者が職業的自立を図れるよう意見交換を行

う（産業労働局、福祉保健局と共催実施。２回）。 

(3) 障害者雇用に関する情報発信 

    障害者就業支援に役立つ事業情報を収集・構築し、ホームページや機関誌、

連絡会等を通して普及を図る。また、障害者の一般就労の現状や企業の取組等

について広く理解を深めるため、障害者雇用支援月間にシンポジウムや展示会

等の普及啓発事業を実施する。 
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 ４  障害者就業支援情報コーナーの運営 

       東京しごとセンター５階の障害者就業支援情報コーナーにおいて、事業主や

障害者、支援機関等に対し障害者就業支援に関する各種情報の提供を行う。

また、総合コーディネート事業や東京ジョブコーチ支援事業、障害者委託訓

練事業などの関連事業へ適宜誘導する。  

 

５ 職場定着支援（東京ジョブコーチ支援事業） 

障害者の雇用及び職場適応を進める上で、ジョブコーチによる支援は有効であ

り、かつニーズも高い。財団では、東京都版のジョブコーチを独自に養成すると

ともに、民間団体等を活用し、障害者雇用を検討している企業や初めて障害者を

雇用する中小企業等にジョブコーチを派遣し、柔軟かつ迅速な支援を行うことに

より、障害者の職場定着を推進する。 

(1) 東京ジョブコーチ人材養成研修事業

財団が、就労支援機関や福祉施設、障害者雇用経験のある企業退職者等の障

害者就労支援に係る１年以上の業務経験を有するジョブコーチ希望者を対象に、

ジョブコーチの人材養成研修を実施し、修了者を「東京ジョブコーチ」として

認定・登録する（25 年度養成：15 人程度、総登録ジョブコーチ：75 人程度）。 

また、幅広い支援に対応するため、財団が「東京ジョブコーチ」に対して、「継

続研修」及び「能力向上研修」を行い、支援技術等の向上を図る。 

   ア 東京ジョブコーチ人材養成研修 

   イ 東京ジョブコーチ継続研修 

   ウ 東京ジョブコーチ能力向上研修 

   エ 東京ジョブコーチ登録管理・評価

   オ 実践事例検討会（６回･新規） 

   カ 手話通訳士の派遣（新規） 

(2) 東京ジョブコーチ職場定着支援事業 

企業や障害者、地域就労支援機関の要請に応じて「東京ジョブコーチ」を企

業等へ派遣し、障害者の適性に応じた業務の検討・組み立てや通勤支援、職場

環境に係る助言等、職場定着を円滑に図るための支援を行う（600 人）。 

 

Ⅱ 中小企業に対する支援    

  中小企業における障害者雇用の取り組みを促進するため、機関紙「いんくる」を

活用し、障害者雇用をめぐる事例や課題などを、情報発信するとともに、東京都が

実施する中小企業障害者雇用支援助成対象企業に対する巡回相談事業等と連携し、

障害者の働く場の拡大と定着の推進を図る。 

 

１ 普及啓発 

東京都との連携のもと助成対象企業の事業主に対し、財団で実施している各種

事業の周知及び情報提供を行い、利用促進に努めるとともに、障害者の雇用促進

及び職場定着円滑化に向けた情報発信を行うことで、中小企業における障害者雇

用促進の機運の醸成を図る。 
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Ⅲ 障害者に対する多様な委託訓練 

雇用・就業を希望する障害者の増大に対応し、障害者の職業訓練受講機会を大幅

に拡充するため、東京都からの委託を受けて、地域の多様な委託訓練先を開拓する

とともに、個々の障害者及び企業ニーズに対応した多様な訓練を実施する。 

また、就職率の一層の向上を図るため、引き続きハローワークや区市町村の就労

支援センターと密接に連携し障害者に対する効果的な就業支援を行う。 

さらに、企業等に現に在職中の障害者に対し、雇用継続を図るための「在職者訓

練」を実施する。 

 

１ 訓練規模 

年間 700 人 

身体障害者、知的障害者、精神障害者等 

 

２ 訓練コース 

(1) 知識･技能習得訓練コース   訓練人員 450 人 

民間教育機関等を活用して、就業に必要となる知識や技能の習得を目的とし

て、３か月以内の訓練を実施する。（民間教育訓練機関等における座学と企業等

における実習を組み合わせたデュアルシステムによる 6 か月以内の訓練を含む） 

(2) 実践能力習得訓練コース   訓練人員 200 人 

企業等の現場を活用して、職場実習による実践的な職業能力の開発・向上を

図るため、３か月以内の訓練を実施する。 

(3) ｅ－ラーニングコース    訓練人員  20 人 

    職業能力開発施設への通所が困難な重度障害者等に対して、ｅ－ラーニング

のノウハウが蓄積された民間の教育訓練機関等を活用して、インターネットを

活用したＩＴ技能の付与を行う訓練（３か月～６か月以内）を実施する。 

(4) 在職者訓練コース      訓練人員  30 人 

    在職障害者（休職中の者を除く。）に対して、知識・技能の付与を通じて雇用

の継続を図るため、３か月以内の訓練を実施する。 

 

  ３ 委託訓練のコーディネート 

障害者職業訓練コーディネーターおよび障害者職業訓練コーチを配置し、ハ

ローワーク等関係機関と連携して、委託訓練先の開拓及び就業支援等、委託訓

練の効果的な実施を推進する。 

(1) 委託訓練先の開拓 

企業、社会福祉法人、ＮＰＯ法人、民間教育機関等多様な委託訓練先を開拓

し、受講を希望する障害者及び企業の求人ニーズに応じた多様な訓練科目を設

定する。 

(2) 委託訓練のマッチング 

障害者の受講希望内容に応じて、開拓した委託訓練先や訓練内容とのマッチ

ングを行い、就業及び雇用の継続を念頭において委託訓練の実施に向けた調整

を行う。 
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(3) 委託訓練の進捗状況の管理及び就業支援等 

訓練開始後は巡回指導等により、訓練の進捗状況の管理や必要な指導を行う。 

訓練修了後は知識・技能の習得状況等の結果をハローワークなどに連絡し、

その後の職業相談、職業紹介等の就業支援や雇用継続につなげる。また、区市

町村の就労支援センター等と連携を強化し、就業支援等に向けた積極的な取組

みを行う。 
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【Ⅲ】東京都しごとセンター事業の推進 

 

東京都しごとセンターは、平成 16 年 7 月、東京都における雇用就業に関する支援拠

点として開設され、若年者から高年齢者まで幅広い年齢層の求職者を対象に、就業相

談やキャリアカウンセリング、求職活動支援セミナー・能力開発、求人情報の提供・

職業紹介まで、雇用就業に関する一貫したサービスをワンストップで提供している。

また、平成 19 年 8 月に国分寺市に東京都しごとセンター多摩を設置した。 

平成 24 年度の都内の有効求人倍率は改善傾向にあり、また、円安の進行等により企

業業績に回復の兆しがある一方で、都内の完全失業率は厳しい水準で推移するなど、

雇用情勢は依然として厳しい。こうした状況の中、東京都しごとセンターにおいては、

雇用情勢や都民ニーズに的確に対応し、都民の雇用就業の安定化に向けた迅速かつ、

きめ細かな支援を着実に実施する。 

若年者については、就職支援アドバイザーによるキャリアカウンセリングを利用者

全員に対して実施するとともに、企業とのマッチングの場として就職面接会、中小企

業との交流の場として若者企業交差展を実施し、就業を促進する。また、勤労観等が

充分でない若者の増加という構造的な変化を踏まえ、就職活動を効果的に進め就職後

も働き続けられるよう、グループワークを中心とした就活力強化プログラムを実施す

るとともに、中小企業の理解を促すため中小企業見学や保護者向けのセミナー等を新

たに実施するなど、新卒未内定者等向け支援を強化する。さらに、若年者の早期離職

防止やキャリア形成を図るため、新たに中小企業の在職者を対象としたプログラムや

交流会を実施する。 

あわせて、国から若年者地域連携事業を受託し、フリーター等に対し、就職活動の

基礎づくりから内定獲得、更には入社後に即戦力として働けるまで、段階的に力をつ

ける求職活動支援セミナー等を実施する。 

中高年者については、職業紹介権を有する民間就職支援会社に業務を委託し、就職

支援アドバイザーによる担当制のキャリアカウンセリングや求職活動支援セミナーを

実施するとともに、民間就職支援会社独自の求人情報を提供する。また、自ら積極的

に就職活動を進められる利用者を対象にグループワーク形式のセミナーを実施すると

ともに、正規雇用離職者の早期再就職を支援するための合同面接会等を実施するなど、

利用者の状況に合わせた再就職支援サービスを提供する。 

とりわけ、パート・アルバイト等の非正規雇用での期間が長かったため、職業経験

が十分でない就職氷河期世代に対しては、グループワークを主体としたプログラムを

利用者の就職活動状況に応じた複数のコースに見直すとともに、緊急就職支援事業と

連携し、就職活動から職場定着まで継続的支援を実施する。 

高年齢者については、きめ細かな就業相談を実施するとともに、再就職支援ツール

の活用や個別添削指導を実施するなど、相談機能を強化する。また、定年退職後の働

き方をテーマとしたセミナーに加え、新たに高齢期の働き方をテーマとしたセミナー

や個別のライフプラン相談を実施するなど、高年齢者の多様な働き方の選択を支援す

る。さらに、一定の経験と能力を持った高年齢者がこれまで培った総合的な職務遂行
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能力を中小企業で発揮できるようなプログラムを実施するとともに、新たに企業向け

セミナーや、中小企業とプログラム受講者との交流会を実施するなど、中小企業との

マッチングを強化する。 

女性の再就職支援については、女性専用の就職支援アドバイザーによるキャリアカ

ウンセリングをはじめ、再就職支援セミナーや、出産・育児等により長期の離職ブラ

ンクがある女性利用者を対象とした能力開発や職場体験、交流会を組み合わせたサポ

ートプログラム、プログラム修了後のモチベーションアップを図るフォローアップセ

ミナーを実施するとともに、仕事と家庭の両立支援に係る情報を提供する。また、子

供連れでも就業支援メニューが利用できるよう、利用者向け託児サービスを実施し、

子育て中の女性の就職活動を支援する。 

東京都しごとセンター多摩においては、若年者から高齢者まですべての年齢層の利

用者に対して就職支援アドバイザーによる担当制のキャリアカウンセリングにより就

職を支援するとともに、身近な地域における支援が有効なフリーター、女性、高齢者

や新卒未内定者といった特定のターゲット層に対するセミナー、就職に必須なパソコ

ンのスキルを高める能力開発コース等の支援メニューを実施する。 

また、利用者の多摩地域での就業志向に応えるとともに、交通機関の事情などでし

ごとセンター多摩を利用しにくい地域の利用者への支援を行うため、市町村・経済団

体・職業能力開発センター・教育機関等と連携し、地域での就職面接会、セミナーを

実施するなど効果的な事業を推進する。 
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事 業 計 画 

 

Ⅰ 東京都しごとセンター事業の管理運営 

財団は東京都しごとセンターの指定管理者として、東京都しごとセンターの管理

運営を適切に行うとともに、東京都や国などの関係機関との連携による総合的な就

業支援の実施、利用者ニーズへの適切な対応、一層のサービス向上と事業の効率化

を図ることにより、東京都における雇用・就業対策を推進していく。 

 

１ 関係機関と連携した総合的な雇用・就業サービスの提供 

東京しごとセンターには、東京都立中央・城北職業能力開発センター高年齢者

校や再就職促進訓練室、東京都労働相談情報センター、ハローワーク、東京都福

祉人材センター、東京都ひとり親家庭支援センター（はあと飯田橋）、東京都職業

能力開発協会等が入居し、雇用・就業に関連する様々な事業を実施している。 

こうした機関と密接に連携し、雇用・就業に関する様々なニーズにワンストッ

プで対応するとともに、国や区市町村、地域の関係機関等とも連携し、総合的な

雇用・就業サービスを提供していく。 

 

２ 普及啓発 

(1) 東京しごとセンターホームページの運用 

東京しごとセンターのホームページを活用し、事業の紹介、各種セミナーの

開催案内、関連情報の提供を行うとともに、インターネットを利用して、セミ

ナーや能力開発等の申込みを受付ける。 

また、東京都しごとセンター多摩においてもホームページを運用し、各種情

報を発信する。 

(2) 東京しごとセンター利用案内の作成 

東京しごとセンターの施設概要、利用方法等をまとめた東京しごとセンター

利用案内を発行する。 

(3) 貸出施設利用案内リーフレットの作成 

(4) 特設展示コーナーにおける情報発信 

東京しごとセンターの１・２階フロア等を活用し、財団事業及び入居機関等

による雇用・就業に関する情報をパネルや写真等の展示により発信する。 

 

３ 施設の提供 

雇用及び就業の促進に関する会議、講習会等を行う団体・都民に対して、講堂・

セミナー室の貸出しを行う。 

 

区 分 講   堂 セミナー室 

定 員 300 人 51 人
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Ⅱ 総合相談窓口の設置、多様な働き方に対する支援 

総合相談窓口や専門相談窓口を設置し、東京都しごとセンター利用者の多様な就

業ニーズに適切に対応するとともに、多様な働き方に関するセミナー等を行うこと

により、ライフスタイルや人生観・職業観に応じた多様な就業形態を選択できるよ

う支援を行う。 

 

１ 総合相談窓口の設置 

東京都しごとセンターでは、若年者から高齢者まで幅広い年齢層を対象に多岐

にわたる事業を展開している。また、来所する利用者の多くは、具体的な就職活

動のプランを持っていない場合や、東京都しごとセンター内で提供されているサ

ービス内容を十分に理解していない場合などもあり、就職活動に対して漠然とし

た不安を持っている。このような利用者が、多様な事業の内容や実施場所等を理

解・把握し、迷わず適切なサービスを受けることができるよう、総合相談窓口を

設置し、利用者の希望などを十分に傾聴し把握した上で、適切な相談窓口や外部

機関の紹介等を行う。 

 

 ２ 事業所相談 

事業主向けのサービスとして、人材活用に関する相談に応じるとともに、若年

者の求人及び高齢者の求人についてはハローワークと、中高年者を含む求人及び

東日本大震災の被災者・避難者の求人については委託事業者と連携して求人申込

みの支援を行う。 

また、東京都からＷｅｂサイト「しごと検索システム」の管理運営を受託し、

インターネットで求人情報の提供を行う。 

 

３  専門相談窓口の設置 

雇用以外の多様な働き方や、職業適性、社会保険など、働くことと密接に関連

する分野の専門的な相談窓口を設置し、助言や情報提供を行う。 

(1) 起業・創業相談 

        起業・創業に関する具体的な課題、問題点に対して、専門の相談員がノウハ

ウの提供やアドバイスを行う。 

(2) 多様な働き方に関する相談 

    専門の相談員が、ＮＰＯやボランティアでの活動、在宅ワークなどの働き方

に関する情報提供や助言を行うとともに、ＮＰＯ等への就業体験の活用により、

実践的な支援をあわせて行う。 

(3) 職業適性相談 

    自分の適性や興味等自分自身をよく知った上で職業を考え選択することがで

きるよう、職業適性検査を活用しながら、専門の相談員が職業適性に関する相

談を行う。 
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(4) 社会保険・年金相談 

社会保険労務士が、利用者の社会保険に関する正しい理解や将来の年金に関

する認識を付与するため、社会保険や年金制度等に関する相談を行う。また、

定年を迎える高年齢者や、キャリアチェンジを検討している中高年者などから

の相談に対して十分に対応できるように、平成 25 年度からは相談実施日時を拡

充する。 

 

４ 多様な働き方に関する情報提供、普及啓発等 

多様な働き方を紹介し、その普及を図るため、実践している先駆者や研究者等

を講師にセミナーを実施するほか、就業体験の機会を設けるなど総合的な情報提 

供を行う。 

(1) 多様な働き方セミナー 

在宅ワーク、派遣労働、ＮＰＯにおける就業などをテーマとしたセミナーを

実施し、多様な働き方やワークスタイルについての情報提供を行う（620 人）。 

(2) ＮＰＯ等での就業体験 

  ＮＰＯ等での就業を希望する利用者を対象に、短期間の就業体験の機会を提

供する（60 人日）。 

(3) 区市町村と連携したセミナー 

セミナーや個別相談会などを区市町村と連携して実施する（25 区市町村）。 

 

５ 情報の提供 

職業適性診断、履歴書・職務経歴書の作成に利用できるパソコンを設置すると

ともに、求人情報誌、就職に関する各種書籍などを収集し、求職活動に役立つ情

報の提供を行う。 

 

６ 雇用就業状況の把握 

雇用のミスマッチの解消や適切なサービスの提供のために、利用者への各種の

支援情報や就職先情報等を記録、管理する「しごとセンターシステム」を運用す

るとともに、就業状況などについて追跡調査を行い、雇用施策の検討、運営方法

の調整などの基礎資料として活用する。 
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Ⅲ 若年者の雇用就業支援 

若年者（34 歳以下）の雇用・就業支援事業として、東京都しごとセンター事業と

国事業（若年者地域連携事業）を効果的に組み合わせ、個々の状況に応じたきめ細

かなカウンセリングや能力開発等を行うとともに、求職活動支援セミナーや職業体

験等により職業意識の醸成を図ることにより、若年者の就業支援を行う。 

キャリアカウンセリングについては利用者全員に対して実施し、個々人のニー

ズ・状況に応じた就業支援を強化する。また、若年者と企業とのマッチングの場と

して「就職面接会」を実施するとともに、若年者と中小企業とが相互に交流できる

「若者企業交差展」を実施することにより、若年者の中小企業への就業を促進する。

さらに、新規学卒者の厳しい就職環境を踏まえ、新規学卒者及び既卒３年以内の若

年求職者を対象に早期就業につなげることを目的とした就業支援を行う。 

一方、若年無業者等、働く意欲があるにもかかわらず就職活動に踏み出せないで

いる若者を対象に「就活アプローチ事業」を実施し、幅広い支援を実現していく。 

事業実施に際しては、東京しごとセンターに併設のハローワーク飯田橋Ｕ－３５

をはじめとして、教育機関や若者ジョブサポーター企業等の関係機関と密接に連

携し、効果的な事業運営を図っていく。 

 

１ キャリアカウンセリング等の実施 

   利用者全員へのキャリアカウンセリングの定着により、個々人のニーズ・状況

に応じた就業支援を強化するとともに、グループカウンセリング等を実施し、個々

の希望や状況を踏まえた適切なサービスを提供する。 

(1) 個別カウンセリング 

若年者の就業に関する専門的な知識・経験を有する就職支援アドバイザーが、

担当制により個々の適性や希望、状況等を踏まえたきめ細かな相談やカウンセ

リングを実施し、若年者の就業支援を行う。また、就職するために必要な基礎

知識等をまとめた就職活動の手引きを配布する。 

(2) グループカウンセリング 

就職活動に際して同じような悩みを抱えている若年者を集め、就職支援アド

バイザーのコーディネートのもと、若年者同士が話し合いを通じて問題解決が

できるよう、少人数グループによるカウンセリングを実施する。 

(3) 若者しごとホットライン 

若年者が就職についての悩みを気軽に相談できる電話窓口として、「若者しご

とホットライン」を設置し、就職支援アドバイザーが若年者や保護者等から「し

ごと」に関する相談に応じる。 

(4) 就職コミュニティ（就コム！） 

同じような状況にある若年者を一つのクラスとし、受講者同士の仲間意識の形

成や、相互啓発を図るとともに、就職支援アドバイザーのコーディネートのも

と、求職活動支援セミナー、グループカウンセリング、個別カウンセリング等

一貫した支援を短期間に集中して実施する。また、プログラム修了後も個別カ
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カウンセリングや就コムＰＬＵＳ（修了者に対する補講）、就コムＮＥＸＴ（未

就職者に対する動機付け）等により、継続的に支援を行っていく。 

(5) 派遣カウンセリング・セミナー 

  区市町村や大学、専門学校等と連携して、就職支援アドバイザーを派遣し、

キャリアカウンセリングやセミナーを実施する。 

(6) 新規学卒者等向け企業情報コーナー 

  情報提供アドバイザーを配置して、新規学卒（予定）者及び既卒３年以内の

若年求職者向けに、中小企業等の新卒等求人関連情報を提供することにより、

中小企業等へのマッチング支援を行う。また、利用者自らが行う企業研究等に

対して、専門的見地から助言等を行う。 

 

２ 求職活動支援セミナーの実施 

不安定な雇用状況におかれているフリーターや若年失業者等を対象に、求職活

動を支援するセミナーを実施する。 

(1) グループワークを通じて仕事の基本を学ぶことで、就職に向けた自らの目 

標や課題を整理し、今後の就職活動につなげる。 

   ア コミュニケーション基礎 

組織の一員として働くために必要なコミュニケーションを理解し、身に付

ける（12 回）。 

   イ しごと力強化ゼミ 

チームで課題に対する成果物を作り上げることで、仕事の基本を体感し、

組織の中の役割や責任を理解する（24 回）。 

(2) 就職活動の基礎づくりから内定獲得、更には入社後に即戦力として働けるま

で、段階的に力をつける。 

   ア 就活基礎セミナー 

就職活動を進めるうえでの基礎となる自己理解、業界研究等の内容により、

自らの方向性を明確にする（54 回）。 

    イ ノウハウ集中セミナー 

面接や筆記試験対策に集中的に取り組み、内定獲得の力をつける（62 回）。 

   ウ  社会人養成セミナー 

就職後すぐに必要とされる力をつけることで、即戦力として働ける人材を

育成する（40 回）。 

   エ  啓発セミナー 

区市町村や関係機関等と連携又は時機に応じた企画により、若年求職者を

対象に、就職活動スキルの向上や意識啓発を図ることを目的としたセミナーや

イベントを実施する（20 回）。 

 

３ 若者企業交差展 

フリーターや若年失業者等を対象に企業理解や自己ＰＲ力等を習得するための

セミナーを開催するとともに、企業に対し若年者採用・育成や企業ＰＲ強化等の

ためのセミナーを開催し、これらの参加者を対象に、若年者と企業との出会いの
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場として合同企業説明会を開催する。さらに、合同企業説明会に参加した中小企

業の一部について、中小企業の仕事の現場を体験できる見学会を実施することに

より、中小企業の理解を図っていく。（10 回）。 

 

４ インターンシップ 

職業選択の過程の一つとして、都内企業において５日間程度のインターンシッ

プを実施することにより、職業体験の場を提供する（70 人）。 

 

５ 能力開発コースの実施 

就業にあたって必要となる技術・技能を身につけ、就業に結びつけるため、資

格取得のための支援等を行う能力開発コースを実施する（50 人）。 

 

６ 就職面接会 

ハローワーク等と連携し、若年者を対象とした就職面接会を実施する（７回）。 

 

７ 情報の提供等 

インターネット上で提供されている様々な情報を検索できるパソコン及び適性

診断、履歴書作成用のパソコン、関連書籍を設置し、自分にあった職業探しのサ

ポートを行う。 

 

８ 高校生向け就職支援対策の実施 

東京しごとセンターのノウハウを活用した高校生等への就職支援を実施する。 

(1) 直前面接対策セミナー 

  就職活動中の３年生を対象に、企業の選考開始直前及びハローワーク主催の

合同面接会直前に、模擬面接を中心としたセミナーを行う（２回）。 

(2) 進路指導者向けセミナー 

  高等学校の進路指導担当者を対象に、就業支援スキルの向上を目的としたセ

ミナーを行う（２回）。 

(3) しごとセンター就活体験 

  就職希望の２年生を対象に、早期に就業や就職活動の理解を深め、円滑な就

職活動に繋げるための東京しごとセンター施設案内及び体験セミナーを行う

(５回)。 

 

９ 新卒未内定者等向け特別支援事業 

新卒者未内定者等を対象に、中小企業への誘導を図り、早期就業につなげるた

めの特別支援事業を実施する。 

(1) 就活力強化プログラム 

就職活動を効果的に進め、また、就職後も働き続けられる人材を育成するた

め、グループワークを中心とした連続講座を実施し、就職活動の基盤となる「働

くことへの意欲」や「自ら考え動く力」の向上を図る(区部４期、多摩地区２期）。 

(2) 就活ノウハウセミナー 

事業内容や将来性等の視点による企業の選び方を習得するとともに、履歴書
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作成のポイント等就職活動を再確認できるセミナーを行う（区部 11 回、多摩地

区４回）。 

(3) 面接対策セミナー 

東京都及び東京労働局が主催する新規大卒者等合同就職面接会等を通じた就

職決定を支援するため、就職面接会の効果的な活用方法の習得及び模擬面接講

座をセットにしたセミナーを行う（区部 15 回、多摩地区５回）。 

(4) 合同企業説明会 

新卒未内定者等と採用に意欲的な中小企業等が直接交流できるプレマッチン

グの場としての合同企業説明会を実施する（区部 10 回、多摩地区５回）。 

(5) 中小企業見学（新規） 

新卒者が就職活動の早期から中小企業の魅力を理解するとともに、中小企業

で働くイメージを持つことにより、円滑に中小企業への応募活動を開始できる

よう、(4)の合同企業説明会に参加した企業に赴いて、中小企業の現場を体験で

きる見学会を実施する。（区部 30 回、多摩地区 15 回）。 

(6) 就活バックアップ事業 

大学等のキャリアセンター職員及び新卒者等の保護者を対象とした事業を実

施することで、新卒者等の就職活動の間接的支援を促進する。 

ア 大学等就職支援者向けセミナー 

東京しごとセンターの就職支援に関するノウハウを活用し、大学等のキャ

リアセンター職員を対象に、新卒者等の就職支援に関するセミナーを実施す

る（区部２回、多摩地区２回）。 

イ 保護者向けセミナー（新規） 

新卒者等の志望先決定に大きな影響力を持つ保護者を対象に、大学等と連

携して新卒者等の就職の現状や中小企業の理解を高めるセミナーを実施する

（区部１回、多摩地区１回）。 

ウ 保護者向け中小企業見学（新規） 

新卒者等の志望先決定に大きな影響力を持つ保護者が、中小企業の現状を

早期に理解できるよう、大学等と連携して中小企業の現場を体験できる見学

会を実施する（区部２回、多摩地区１回）。 

 

 10 就活アプローチ事業 

   仕事による社会的自立が必要であるにもかかわらず、就職活動に踏み出せない

でいる若年者を対象に、専門的なノウハウを有する機関を活用し、就業に向けた

自信と意欲を高めていくための支援メニュー及び就業支援機関等で支援に携わっ

ているスタッフ向けのセミナーを実施する。 

(1) ワークスタート支援プログラム 

専門スタッフが常駐し、個別相談や就業に必要な基礎的スキルを身につける

ためのメニューと就業体験等を組み合わせたカリキュラムを実施する。カリキ

ュラム修了後は、東京都しごとセンターのサービスにより就業支援を行うとと

もに、利用状況について追跡調査を行う（60 人：15 人×４回、１回あたり７週

間のプログラム） 
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(2) 支援者向けセミナー 

ワークスタート支援プログラムの周知や就業支援に関するノウハウの提供を

図るため、若年者就業支援に携わるＮＰＯや行政機関等のスタッフに対するセ

ミナーを実施する（２回）。 

 

11 若年者の職場定着支援（新規） 

中小企業に在職する概ね 29 歳以下の正社員のうち、入社 3 年以内の若年者を対

象に、入職早期に抱える課題を克服し、キャリア形成を図るプログラム等を提供

することで、充実した職業生活を続ける力をつける。 

(1) 社会人基礎力プログラム（入社１年以内） 

社会人としての基礎力や職場適応能力をつけ、「組織の一員」として仕事に取

組む自覚を促すプログラムを実施する（社会人基礎セミナー３回、グループワ

ーク３回）。 

(2) キャリア形成プログラム（入社後２～３年以内） 

直面する「壁」を乗り越える実践力をつけ、中堅社員に成長するためのプロ

グラムを実施する。また、職種ごとに特有の課題を取り上げ、その職に取組む

姿勢や社内の役割を理解するプログラムを実施する（応用セミナー６回、グル

ープワーク３回）。 

(3) 参加者交流会 

経営者、先輩社会人等と意見交換を行うことで、自己のキャリアプランを考

える機会を提供する。また、同世代グループ等を通じて交流することで、横の

繋がりを形成し、入社早期の孤立化を防ぐ（２回）。 

 

12 新卒特別応援窓口 

  高校・大学等を平成 25 年３月に卒業した者及び既卒３年以内で就職先が決まっ

ていない者を対象に「新卒特別応援窓口」を設置し、個別カウンセリングや各種

セミナー等の支援を実施する（25 年１月７日から 25 年６月 29 日まで）。 

 

13 ハローワークと連携した職業紹介事業の実施 

ハローワーク飯田橋Ｕ－３５を東京しごとセンター内に併設し、求人情報の提

供・職業紹介等を行うとともに、密接に事業連携することにより、総合的かつ効

果的な雇用・就業支援を推進する。 

 

14 若者ジョブサポーター事業 

東京都が実施する若者ジョブサポーター事業は、企業等と行政の関係者が一体

となって若年者雇用の問題に取り組むことを目的としている。財団は、東京都か

ら事務の一部を受託し、若者の職業的自立を支援する取組を行う意志のある企業

等からの登録申請等を受け付ける。また、メールマガジンを活用し、財団や都が

行う若年就業支援事業に関する情報提供を行うほか、財団や都が行う事業への協

力依頼を行う。 
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Ⅳ 中高年者の雇用就業支援 

中高年者（30 歳から 54 歳）の雇用・就業支援事業として、民間就職支援会社によ

るキャリアカウンセリングやセミナー等により、早期の再就職を支援する。就職支

援アドバイザーによる担当制のキャリアカウンセリングや求職活動支援セミナー、

コミュニケーションスキルやキャリアデザインなどのビジネススキルに関する講座、

民間就職支援会社の独自の求人情報の活用を含めた職業紹介など、個々の状況を踏

まえたきめ細かい総合的な再就職支援サービスを提供していく。 

 

１  就職支援アドバイザーによる支援 

民間就職支援会社の持つ求人情報と豊富なノウハウ等を活用し、再就職を目指

す中高年者を対象として、専門アドバイザーによるキャリアカウンセリング、本

人の適性等を踏まえた適切なサービス（ライフプラン・キャリアプラン作成への

助言・指導、能力・適性の分析等）の提供、独自のノウハウにより取得した業界

動向や求人情報の提供、具体的な職業紹介等の支援を行い、早期再就職を図る。 

また、合同面接会を開催し、マッチングの機会を提供する。 

 

２ 求職活動支援セミナーの実施 

雇用・就業状況の解説、今後の就職活動目標の設定と就職活動計画の作成等の

自己理解を促すためのセミナーや、履歴書・職務経歴書等の書き方、面接対処方

法、求人情報の検索方法等の効果的な就職対策を学ぶセミナーなど、多様なメニ

ューを提供し、中高年者の再就職活動を支援する。 

(1) 小規模セミナー 

日々のカウンセリングから共通の課題を抽出してテーマを設定するなど、カウ

ンセリングとセミナーとの相乗効果を狙った目的として実施する（300 回）。 

(2) 長期利用者向けセミナー 

初回利用日から６か月以上経過した未決定者を対象に、これまでの就職活動

を振り返り、これからの効果的な活動計画を立てる内容で実施する。グループワ

ーク手法を取り入れ、活動の長期化により低下したモチベーションの向上を図る

（24 回）。  

(3) 自律活動支援プログラム 

自ら積極的に就職活動を進められる利用者を対象としたグループワークを実

施し、利用者の就職活動を促進し、早期就業を実現させる（24 回）。   

(4) 大規模セミナー 

労働市場の現状や求職活動の進め方など、求職活動に必要な情報、ノウハウ

等を広く提供する（６回）。 

 

３  能力開発コースの実施 

中高年の再就職を能力開発の面からサポートするため、コミュニケーション能

力やキャリア開発などの再就職基礎講座、パソコンスキルの向上を図るためのス

キルアップ講座、資格取得等支援講座を実施する。 
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(1) 再就職基礎講座   （300 人） 

(2) スキルアップ講座  （200 人） 

(3) 資格取得等支援講座 （200 人） 

 

４  情報の提供 

インターネット上で提供されている様々な情報を検索できるよう情報検索用の

パソコンを設置し、求職活動に活用できる情報を提供する。 
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Ⅴ 高年齢者の雇用就業支援 

高齢者（55 歳以上）の雇用・就業支援事業として、シニアコーナーに併設してい

る職業紹介を実施するハローワーク飯田橋専門援助第三部門と連携し、きめ細かな

就業相談を行う。また、都民ニーズや求人ニーズの高いコースを厳選して人材開発

コースを実施する。さらに、定年退職後の働き方や高齢期の働き方に関して総合的

な情報提供を行う就業支援総合セミナーや、高齢者が培った総合的な職務遂行能力

を中小企業で活かせる人材を養成する中小企業向けエキスパート人材開発プログラ

ムを実施し、高齢者に対する再就職活動を支援する。 

 

１ 就業相談 

(1) 就業相談・職業紹介 

失業又は転職を余儀なくされた高齢者や、退職後の新たな方向を模索する高

齢者などに対し、職歴や現状、希望条件等をふまえたきめ細かな就業相談を行

うとともに、職業紹介を実施するハローワークと連携して求人情報の提供・職

業紹介を実施し、早期の再就職を図る。 

(2) キャリアカウンセリング 

    キャリアカウンセラーの資格を持った就職支援アドバイザーが、求職活動の

問題点を整理し、高齢者が方向性を見出すことができるように助言する。 

(3) ミニ就職面接会等 

求人・求職のマッチングの機会を充実し、就業促進を図るため、ハローワー

クと連携し、ミニ就職面接会を実施する（随時）。 

  (4) 再就職支援ツールを活用した相談の実施 

    求職活動を行うにあたり、自己理解を促し、就業相談に活用するための再就

職支援ツールを活用した相談を実施する。 

 

２ 再就職活動支援セミナー等 

多様な求職ニーズに対応するため、再就職活動のノウハウをはじめ、スキルア

ップ、未経験業種・職種への理解を深めるための各種セミナー等を開催し、就業

相談ともリンクさせた各種サービスを展開する。 

(1) 基本セミナー      

応募書類の書き方や面接のポイントなど、求職活動の基本となる分野のセミ

ナーを実施する（毎週定例開催）。さらに就業相談の中で個別指導を行うことに

より、より一層の就業促進を図る。 

 (2) 業界セミナー 

高齢者に対する求人ニーズが高い職種について、業界関係者を講師とした業

界セミナーを実施し、職業理解を深める（５回）。 

(3) 経験者交流会 

高齢者に対する求人ニーズが高い職種で就職が決まった採用者を招き経験者

交流会を実施し、職種転換に対する不安を解消する（５回）。 
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  (4) 再就職応援セミナー 

    概ね 65 歳以上を対象に、雇用就業の現状を理解してもらうとともに、再就職

を果たした方の体験談や意見交換を通して就職活動の不安感や疑問点を払しょ

くし、活動意欲を高める。 

 

３ 就業支援総合セミナー 

  概ね 60 歳以上の高年齢者を対象に、定年退職後の働き方をテーマに、年金・健

康・ライフプラン・再就職のノウハウ等を網羅した総合的な情報提供を行い、今

後の働き方を選択する際に必要な知識等を付与する「定年退職後の働き方を考え

るセミナー」を実施し、再就職を支援するとともに、セミナー受講者の中から希

望者に対してライフプランの個別相談を実施する（６回）。 

  さらに、これから高齢期を迎える 50 歳代の中高年齢者を対象に、高齢期の働き

方をテーマに、年金・ライフプラン・キャリアデザイン・高齢期の働き方等を網

羅した「高齢期の働き方を考えるセミナー」を実施し、高齢期を迎える前の早い

段階から高齢期を見据えた支援を行うとともに、セミナー受講者の中から希望者

に対してライフプランの個別相談を実施する（４回・新規）。 

 

４ 中小企業向けエキスパート人材開発プログラム（シニア中小企業サポート人材プログラム） 

高齢化が進展するなかで社会経済の活力を維持していくためには、高齢者の能

力・経験を活用する仕組みを整備することが必要である。高齢者が培ってきた職

務遂行能力を活用し、人材確保が困難な中小企業へ人材を提供していくための仕

組みを新たに構築し、高齢者の再就職を支援する。 

具体的には、大手・中堅企業において一定の経験と能力を持った高齢者を対象

に、高齢者がこれまで培ってきた調整能力・折衝能力・コミュニケーション能力

等、総合的な職務遂行能力を生かして、中小企業で活躍できるプログラムを実施

する。 

中小企業向け支援として高齢者人材活用セミナーを開催するともに、中小企業

とプログラム受講者との交流会を開催する。さらにプログラム修了者の人材情報

を広く提供し、高齢者の就職活動を支援する。 

 

５ 中小企業向け人材開発コース（高年齢者のための就職支援講習） 

中小企業が必要とする人材を確保するとともに高齢者の就職機会の拡大を図る

ため、高齢者活用に意欲のある事業主団体との協働関係のもとに、都民ニーズや

求人ニーズの高い職種について人材開発コースを実施する。 

(1) 中小企業向け人材開発コースの開発等 

ア 協働関係団体連絡会の開催 

社会状況の変化により、ひとつの協働関係団体では求人ニーズに対応するプ

ログラムが開発できない職種について、団体を横断し、連携したコースの開

発・改善を行うため、コース開発委員会の見直しを行い、協働関係団体連絡会

を開催する（年１回）。 
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イ コースの開発・改善 

協働関係団体から推薦された委員等で構成する人材確保共同プロジェクト

推進委員会及びコース開発（改善）プロジェクト委員会を設置し、協働関係団

体加盟企業における人材ニーズを把握する（開発・改善：１プロジェクト）。 

また、協働関係団体加盟企業関係者等で構成するコース開発プロジェクトを

設置し、協働関係団体加盟企業の人材ニーズを基にコースを開発するとともに、

求人ニーズの変化に対応するため、必要に応じて既設コースを見直し、コース

改善を行う（開発・改善：１コース）。 

    ウ 高齢者活用に関する調査 

     人材開発コースの開発・改善に向けて、当該団体加盟企業における高齢者

活用の実態、雇用の意向、コース修了生の就業促進等の把握を目的とした需

要調査を行う（調査対象団体：１団体）。 

 (2) コースの実施 

働く意欲のある高齢者を対象に、企業が求める人材として必要な基本的知識、

技術・技能を付与し、再就職を支援する短期間の就職前準備講習を実施する。

講習修了時には原則として、協働関係団体加盟企業の求人事業所との合同面接

会をハローワークと連携して行い、就職に結びつけていく。 

なお、これまで行ってきた訪問介護員養成研修２級課程（ヘルパー２級）に

基づく講習（「ケアスタッフ（ヘルパー２級）」及び「実践的ヘルパー２級」）に

ついては、介護保険法施行規則の改正に対応し、新たに介護職員初任者研修に

基づく講習（「ケアスタッフ（介護初任者）」及び「実践的ヘルパー（介護初任

者）」）として実施し、引き続き高齢者層における介護人材の育成を図る。 

（コースの実施内容等） 

区  分 内  容 

実施回数 

実施コース 

18 回（昼 16 回、夜２回） 

（昼間コース） 

マンション管理員、マンション清掃スタッフ、ビル清掃スタッフ、

施設警備スタッフ、駐車場スタッフ、植木職アシスタント、 

ケアスタッフ(介護初任者)、実践的ヘルパー（介護初任者）、 

病院食調理アシスタント、調理業務アシスタント、保育補助員 

（夜間コース） 

ビル清掃スタッフ、施設警備スタッフ 

日  数  １コース 平均 15 日 

定  員  計 520 人 

   

６ はつらつ高齢者就業機会創出支援事業（アクティブ就業支援事業との連携及び支援） 

地域における高齢者の就業支援を円滑に進めるため、東京都の「はつらつ高齢

者就業機会創出支援事業」によって、区市町村が補助する公益法人等（以下「ア

クティブシニア就業支援センター」（平成 24 年度末現在 14 か所）という。）に対
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し、求人情報や高齢者就業に関する情報等を提供するとともに、平成 24 年 10 月

より、都内 13 か所のアクティブシニア就業支援センターが開始した業務提携によ

る自所開拓求人情報の共有化を引き続き支援する。 

また、合同就職面接会の共催及び積極的な運営参加により、アクティブシニア

就業支援センターと東京しごとセンターの連携強化を図る。 

なお、相談担当職員の研修、定期的な連絡会議の開催及び求人情報の有効活用

に関する情報提供等により、アクティブシニア就業支援センターの安定的、自立

的な事業運営に向けた支援を行う。 

 

７ 区市町村と連携した高齢者向け再就職支援セミナー等の実施 

高齢者向け再就職支援セミナーや個別相談会などを区市町村と共同で開催し、 

企画、ノウハウ提供等の支援を行い、地域における高齢者の就業促進を図る（Ｐ 

28 掲載）。 
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Ⅵ 女性の再就職支援 

団塊の世代の大量退職や少子化の一層の進行に伴い、労働力の維持・確保が課題

となっている。一方で、出産などを契機に働く女性の多くが退職するなど、女性の

年齢別労働力率は、結婚・出産・育児期が谷となるＭ字型となっている。また、パ

ート・アルバイト・派遣労働など女性就業者に占める非正規雇用の割合は上昇傾向

にある。女性の再就職は、離職ブランクやキャリアの蓄積機会に乏しかったこと等

による業務スキルへの不安、求人企業側・求職者双方にある職場定着への不安、子

育て中の女性が就職する際の保育先の確保など家庭生活との両立への不安がネック

となり困難な状況にある。 

こうした状況を踏まえ、東京都しごとセンターでは、女性の再就職活動へのカウ

ンセリングをはじめ、ビジネススキルや専門スキルを付与する能力開発、離職ブラ

ンクを回復するための職場体験など総合的な支援を実施し、女性の能力発揮、女性

労働力の開発・活用、仕事と家庭の両立支援への取組みを実施する。 

 

 １ 女性専用就職支援アドバイザーによる支援 

   女性の再就職活動を阻害する要因ともなっている育児や介護等の家庭事情の解

決に向けた相談窓口の案内や、仕事と家庭の両立を図るための多様なワークスタ

イルの助言などに対応できる就職支援アドバイザーを設置し、個々の状況を踏ま

えた適切なサービスを提供する。 

 

２ 女性の再就職支援セミナーの実施 

自己分析、就業形態の選択、ビジネスマナー、受け入れられやすい自己表現方

法、業種・業界研究など、女性が就職活動をする上での考え方や方向性の選択、

ノウハウ等を学ぶための情報提供セミナーを区市町村との連携などにより都内各

所で実施する（240 人）。 

 

 ３ 女性再就職サポートプログラムの実施 

結婚や出産、子育てなどで長期の離職ブランクのある女性など本人の自立的な

活動を促す支援だけでは再就職が困難な女性求職者を主な対象として、就職活動

のノウハウをはじめ、ビジネススキルや経理事務、営業事務などの専門スキルを

付与する職種別能力開発、離職ブランクを埋め、自信を回復するための職場体験

や企業人事担当者等との交流会を組み合わせた総合的な支援プログラムを実施す

る（区部 200 人・多摩地区 100 人）。 

また、サポートプログラム修了後、一定期間を経過しても未就職な修了生に対

して、グループワークなどを中心としたフォローアップセミナーを実施し、就職

活動へのモチベーションアップを図り就職へつなげる（区部 50 人、多摩地区 50

人）。 
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 (1) 女性再就職サポートプログラム 

区  分 内  容 

実施回数 12 コース（区部８コース・多摩地区４コース） 

例：経理事務、一般事務、人事労務事務等 

日  数 １コース 10 日 

定  員 各 25 人 計 300 人 

(2) 女性再就職サポートプログラムフォローアップセミナー 

区  分 内  容 

実施回数  ４回（区部２回・多摩地区２回） 

日  数 １回 １日 

定  員 各 25 人 計 100 人 

 

４  利用者向け託児サービスの実施 

子供連れでもしごとセンターの各種就業支援メニューを利用できるよう、東京

しごとセンター内で託児サービスを実施し、子育て中の女性の就職活動を支援す

る。 

 

 ５ 情報の提供 

   仕事と家庭の両立支援コーナーに、国や区市町村を始め、他の就業支援機関が

実施している女性向けの相談窓口や能力開発セミナー等の情報、書籍等の閲覧ス

ペースを設置し、女性向けの再就職支援情報や両立支援に係る情報を提供する。 
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Ⅶ 就職氷河期世代特別支援 

バブル経済崩壊後から 2000 年代初めにかけての就職氷河期に正社員として就職で

きなかった、または就職しなかったために、パート・アルバイト・派遣などの非正

規雇用での職歴が長く、ビジネススキルが低い、キャリア未構築の概ね 30 歳代の利

用者を対象に、キャリアカウンセリングにより個々の適性等を踏まえた助言や職業

紹介を行うとともに、就職活動のレベルに応じて受講メニューを選択できるグルー

プワークやパソコン講座により就職に必須とされているスキルの習得を図るなど、

再就職に向けた支援を行う。 

 

１  就職支援アドバイザーによる支援 

正社員の経験が少ない就職氷河期世代の求職者を対象として、専門のアドバイ

ザーによるキャリアカウンセリング、本人の適性等を踏まえた適切なサービス（ラ

イフプラン・キャリアプラン作成への助言・指導、能力・適性の分析等）の提供、

民間就職支援会社の独自のノウハウにより取得した業界動向や求人情報の提供、

具体的な職業紹介等の支援を行い、正規雇用での早期再就職を図る。 

 

２ 求職活動支援セミナーの実施 

応募書類の作成、面接等における自己アピールの方法や労働市場の現状など、

求職活動に必要な情報を提供する（６回）。 

 

３  セレクト就コムの実施 

キャリアの棚卸し、応募書類の作成、面接のトレーニング、職場訪問等、受講

者の就職活動のレベルに合わせたメニューをグループワーク形式等で提供し、今

後のキャリアの方向性の明確化を図るとともに、職場における定着を視野に入れ、

正規雇用での就職に結びつける。 

(1)  スタートコース   （区部 12 回・多摩地区 12 回） 

(2)  アクセルコース   （区部 12 回・多摩地区 ４回） 

(3)  １日コース      （区部 12 回・多摩地区 ４回） 

(4) フォローアップコース（区部 12 回・多摩地区 ４回） 

(5) 合同面接会     （区部 12 回・多摩地区 12 回） 

 

４  パソコン講座の実施 

就職にあたって必須要件とされているパソコンスキルの向上を図るため、パソ

コン講座を実施する。 

 (1) スキルアップ講座 （130 人） 

(2) 資格取得等支援講座（ 80 人） 
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Ⅷ 中高年正規雇用離職者早期再就職支援 

正規雇用されている中高年者は一般的に家計を支える世帯主であることが多く、

また、離職後の再就職活動期間が長期化するほど再就職が困難になる傾向がある。

このことを踏まえ、本事業では中高年層のうち正規雇用離職者で正規雇用での再就

職を希望する者を対象に、カウンセリングを実施した上で、就職につなげるための

支援セミナーや面接会を行う。 

 

１ 就職支援アドバイザーによる支援 

正規雇用での再就職を目指す中高年層の正規雇用離職者を主な対象として、専

門のアドバイザーによるキャリアカウンセリング、本人の適性等を踏まえた適切

なサービス（ライフプラン・キャリアプラン作成への助言・指導、能力・適性の

分析等）の提供、民間就職支援会社の独自のノウハウにより取得した業界動向や

求人情報の提供、具体的な職業紹介等の支援を行い、早期再就職を図る。 

  

 ２ 就職面接会等 

(1) 正規雇用離職者向けセミナー 

就職面接会に向けて、求人市場の現状認識等についてのセミナーを実施する。 

(2) 就職面接会 

中高年層の正規雇用離職者を主な対象として、就職面接会を開催する。 
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Ⅸ 東京都しごとセンター多摩事業 

多摩地域における雇用・就業支援拠点として、若年者から高齢者まですべての年

齢層の利用者に対し、キャリアカウンセリング・求職活動支援セミナー・求人情報

の提供・職業紹介等、雇用就業に関する一貫したサービスをワンストップで提供す

る。 

また、身近な地域における支援が特に有効である、フリーターや女性、高齢者等

に対する支援や、平日に時間が取れない利用者向けの支援に加え、企業の内定を得

られていない新卒未内定者に対する支援を効果的に実施する。 

さらに中小企業団体や行政機関等と連携し、地域に出向いた就職面接会を実施す

るなど地域に密着した事業の展開を図る。 

 

１  総合相談サービス 

(1) 総合案内 

利用者が各種事業の内容を理解し、最適なサービスを受けることができるよ

う案内を行う。 

(2) 情報コーナーの運営 

パソコンでの応募書類作成や情報検索のほか、求人情報誌等の書籍を閲覧で

きるコーナーを設置し、求職活動に役立つ情報の提供を行う。 

(3) 事業所相談 

事業所向けサービスとして、人材活用に関する相談に応じるとともに、求人

を受け付ける。 

 

２  就職支援アドバイザーによる支援 

若年者から高齢者まですべての年齢層の利用者に対して、専門的知識・経験を

有する民間就職支援会社の就職支援アドバイザーによる担当制のキャリアカウン

セリング、就職ノウハウのアドバイス、求人情報の提供など、きめ細かな就職支

援を行い、早期の就職を支援する。 

 

３ 就職ノウハウセミナーの実施 

就職活動の進め方、自己理解、履歴書・職務経歴書等の応募書類の書き方、面

接対処方法等、就職ノウハウを身につけるためのセミナーを各年齢層のニーズに

あわせて実施する（各年齢層 月１回）。 

 

４  能力開発コースの実施 

就職にあたって必須となるパソコンの技術・技能を身につけるための能力開発

コースを実施する（24 回）。 

 

５ 土曜就活セミナーの実施 

  平日の来所が困難な利用者に対し、就職活動に役立つテーマを毎回設定し、効 

率的に就職活動スキルの習得を図ることができるよう、土曜就活セミナーを実施

する（40 回）。 
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６  ターゲットを絞ったサービス 

身近な地域における支援が特に有効である、フリーターや女性、高齢者等に対

する支援を効果的に実施していく。 

また、女性再就職支援セミナーでは、子育て中の女性が受講しやすいよう託児

サービスを実施する。 

(1) フリーター向け短期集中就業支援プログラム（３回） 

(2) 女性の再就職に対する支援 

ア 再就職支援セミナー（３回） 

イ 再就職サポートプログラム（４コース・100 人）（Ｐ40 再掲） 

ウ 再就職サポートプログラムフォローアップセミナー（２回・50 人）（Ｐ40

再掲） 

(3) 高齢期向け再就職支援セミナー（３回） 

(4) 就職氷河期世代特別支援 セレクト就コム（Ｐ42 再掲） 

ア スタートコース（12 回） 

イ  アクセルコース（４回） 

ウ  １日コース（４回） 

エ フォローアップコース（４回） 

オ 合同面接会（12 回） 

(5) 新卒未内定者等向け特別支援（Ｐ31 再掲） 

 ア 就活力強化プログラム（２回） 

 イ 就活ノウハウセミナー（４回） 

 ウ 面接対策セミナー（５回） 

 エ 合同企業説明会（５回） 

 オ 中小企業見学（15 回） 

 カ 大学等就職支援者向けセミナー（２回） 

 キ 保護者向けセミナー（１回） 

 ク 保護者向け中小企業見学（１回） 

 

７ 新卒特別応援窓口 

  高校・大学等を平成 25 年３月に卒業した者及び既卒３年以内で就職先が決まっ

ていない者を対象に「新卒特別応援窓口」を設置し、個別カウンセリングや各種

セミナー等の支援を実施する（25 年１月７日から 25 年６月 29 日まで）。 

 

８  地域と連携した就業支援事業 

厳しい雇用情勢の中でも、利用者の地域での就業志向は高い。利用者のニーズ

に応え、また、しごとセンター多摩を利用しにくい地域の求職者への効果的な支

援を行っていくため、市町村・中小企業団体・職業能力開発センター等と連携を

図り、面接会・セミナーを共同で展開していく。 

さらに、自治体・関係機関等のネットワークを強化し、地域と協力して効果的

な支援サービスを提供することにより、多摩全域の雇用就業の推進を図っていく。 
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(1) 就業支援事例検討会 

市町村の就業支援担当者向けに、就業支援における課題について検討する事例 

検討会を実施する（２回）。 

(2) 企業向けセミナー 

 中小企業団体等と連携し、多摩地域の企業に対して、若年者の人材育成やフ 

リーターの正社員化に取り組む好事例を紹介する等のセミナーを実施する(１回)。 

(3) 企業説明会 

  多摩地域の企業が求める人材像や企業ＰＲ等を行う場を設け、利用者の企業

に対する理解を促進し、多摩地域の中小企業等へ誘導する（１回）。 

(4) 就職面接会等 

    多摩地域の中小企業等への人材供給と、求職者への就職機会の提供を目的と

して就職面接会を実施する（合同就職面接会４回・地域就職面接会 15 回・地域

セミナー20 回）。 
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【Ⅳ】緊急就職支援事業の推進（平成 23 年度～平成 26 年度） 

 

東京都は平成 23 年度補正予算において、東日本大震災の直接的・間接的影響により

就業支援が必要となった被災者及び避難者、震災影響離職者、就職氷河期世代、長期

離職者に対し重点的に就職支援するため、緊急就職支援事業を実施することとした。 

財団は東京都からの出捐を受け、基金を創設した事業を引き続き実施する。 

 

１ 専門相談員「ジョブコーディネーター」の配置 

企業の人事担当ＯＢ等の「ジョブコーディネーター」を配置し、求人情報の提

供や就職活動に関する相談・助言等を行うとともに、就職後も職場訪問等により

継続的な支援を行う。 

さらに、被災者または避難者を支援している団体等と連携し、事業内容や現状

について情報交換を行うとともに、避難先として現に生活している地域でのイベ

ント開催時などに出張相談を行う等、就職支援の機会を創出する。 

 

２ 就職支援メニューの実施 

専門相談窓口において、一人ひとりの状況にきめ細かく対応した就職支援を行

う。特に被災者及び避難者に対しては、各種セミナーや就職面接会、職場見学等

の各種就職支援メニューを提供するとともに関係機関と連携し、行政情報や能力

開発情報等の提供も行う。 

 

３ 採用企業への支援 

支援対象者を採用した企業に対し、ジョブコーディネーターが人材活用や人材

育成等に関する相談・助言及び情報提供を行う。 

また、正社員など期間の定めのない雇用契約又は６か月以上の有期雇用契約に

より６か月以上雇用した企業に対して助成金を支給する。 

 

４ 就職後支援プログラムの実施（新規） 

  非正規雇用経験が長い就職氷河期世代で正社員として就職した者を対象に、職

業人としての基礎を身につけ職場定着を図るとともに、職場での活躍を促進し自

立的なキャリア形成を支援する就職後支援プログラムを実施する。 
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【収１：損害保険の代理業】 

 

シルバー人材センターおよび会員等に係る損害保険代理業 

シルバー総合保険事業は、シルバー人材センター及び会員のための傷害及び賠償

責任保険等を取り扱う。 

財団が損害保険代理業として、シルバー人材センターとの保険契約の締結、事故

処理等の相談を行うとともに、安全就業に関する調査を行いシルバー保険制度の安

定的運営を図ることでシルバー人材センターの経営を支援する。 

また、代理店手数料収入を活用した公益目的事業も実施する。 

 

１ シルバー総合保険代理業の実施 

(1) 取扱保険 

   ア シルバー総合保険 

     シルバー人材センター団体傷害保険、シルバー人材センター賠償責任保険 

   イ その他の損害保険 

     シルバー人材センター事業に係る役員賠償責任保険、個人情報取扱事業者

保険、自動車保険、自動車管理者賠償責任保険等 

(2) 主な業務 

    損害保険代理店として、下記の業務を行う。 

ア 保険契約の締結（加入手続き）、保険料の領収・管理・精算 

   イ 保険契約の維持・管理 

   ウ 事故通知の受付、保険会社への事故報告、保険金請求手続きへの協力 

   エ 照会・苦情への対応、保険相談および提案、事故相談等 

   オ シルバー総合保険等に関する研修 

       

 ２ 代理店手数料収入を活用した事業の実施 

(1) シルバー人材センター団体傷害保険の損害率に関する調査委託 

外部専門家に調査を委託して、内在する問題点を顕在化させ、調査対象のシ

ルバー人材センターに事故未然防止策を提案する。また、調査により明らか

となった事例を『事故の未然防止ポイント集』として取りまとめ、全シルバー

人材センターに対して情報の共有化を図り、安全就業の徹底を図る。 

(2) 安全就業の推進に向けた支援 

ア シルバー人材センターに『事故の未然防止ポイント集』を提供し、活用に

向けた研修を行う。 

イ 事故の分析、及び分析結果に基づいた会員向け事故防止啓発ツールの作成。 

ウ 事故分析に基づく会員の安全就業及び事故防止に資する講習等を実施する。 

(3) シルバー総合保険に関する周知 

保険手続き・保険金請求等に関する手引き、チラシ他を作成する。 

(4) 事故対応等に関する法律相談 

事故対応等について弁護士による専門相談を実施する。 
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